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令和 4(2022)年度退職金等に関する実態調査の報告について 

 

本調査は、当財団の定款第 4 条第 1 項第 2 号の規定に基づき、学校法人が支給する退職金

の適正な水準を確立するために必要な調査及び研究として、全ての維持会員を対象に実施

しました。平成 16(2004)年度から毎年度実施し、今年度で 19 年目となりました。 

各維持会員におかれては、業務ご多忙の中にもかかわらず、例年と同じく全ての維持会

員（593 会員）からご回答をいただきました。私立大学等における退職金制度等の実態

や動向を把握する上での貴重な情報となりました。 

維持会員の皆様には、調査にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。 
 

今年度の調査では、維持会員の退職金制度等に関する基本項目のほかに、昨年度に引き続

き、事業主に対し 70 歳までの就業機会を確保する努力義務が課せられたことを受け、「高

年齢者就業確保措置」についてお伺いしました。 

また、例年お伺いしている継続雇用制度については、制度の種類に関する項目を追加し

ました。 

更に、退職年金制度については、令和元(2019)年度以来に調査を行い、より実態を把

握できるよう調査項目を改善してお伺いしました。 

 

調査結果の集計に当たっては、「教員と職員」に区分するとともに、質問項目、内容に

より「大学法人と短大法人等」に区分しています。大学法人については、医学部又は   

歯学部を設置している法人と、それ以外の法人とに区分しています。 

また、一部の質問項目については、地域や入学定員規模別、さらに過去の調査結果  

（平成 29(2017)年度、Q12 のみ平成 30(2018)年度）を表示し、比較いただけるよう

にしています。 

 

維持会員をはじめ、学校法人等の関係者の皆様には、本報告書をご参考、ご活用いただ

ければ幸いです。 

 
 

令和 5（2023）年 1 月 
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調査の概要 

 

○ 調査目的 

定款第４条第１項第 2 号に定める調査及び研究並びに退職資金交付事業の改善・充実 
 

 

（参考）公益財団法人私立大学退職金財団 定款（抜粋） 

  第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 省略 

（２） 学校法人が支給する退職金の適正な水準を確立するために必要な調査及び研究 

 

 

○ 調査要領 

【 調 査 対 象 】  私立大学退職金財団の維持会員である学校法人 

【 調 査 対 象 数 】   593 会員（令和 4(2022)年 10 月 7 日時点での全維持会員） 

【 調 査 期 間 】  令和 4(2022)年 9 月 5 日～10 月 7 日 

【 調 査 項 目 】  55 ページ参照 

【 調 査 方 法 】  インターネット 

【 回 答 率 】  100％ 

【 集 計 単 位 】  維持会員数（ただし、Q1 については教職員数） 
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調査結果における用語及び表示・区分 

 

○ 用語について 

（１）「維持会員」とは、私立学校法で定める大学、短期大学、高等専門学校を設置する学校法人で、   

当財団に加入している学校法人を指す。本文中、グラフ及び表では「会員」と表記する。 

（２）「大学法人」とは、調査回答において「大学、大学院大学を設置している」とした学校法人とする。

その中で、医学部及び歯学部を設置していない大学法人を「大学法人（医歯を除く）」と表記し、   

医学部又は歯学部を設置している大学法人を「大学法人（医歯）」と表記する。 

また、「短大法人等」とは、調査回答において「短期大学、高等専門学校を設置している（大学、

大学院大学を設置していない）」とした学校法人とする。 

（３）「教員」、「職員」とは、学校法人が大学、短期大学、高等専門学校、法人本部等に所属する教員    

又は職員として任用している者を指す。また「教職員」とは、教員と職員の双方を指す。 

（４）「退職金」とは、退職金支給規程等に基づき、教職員の退職時に一括して支払う退職一時金（金銭）

を指す。 

（５）「退職給与引当金」（Q２）とは、学校法人の教職員への退職金支給に必要となる債務に対して、   

会計基準に従って貸借対照表の負債の部に計上した引当金（表示科目）を指す。 

（６）「退職給与引当特定資産」（Q2）とは、維持会員の令和 3(2021)年度決算における貸借対照表に

記載されている退職給与引当金に対応した退職給与引当特定資産（退職給与引当特定預金又はそれ

に該当する科目等で退職金支給に限定されている資産全体）を指す。 

（７）「ポイント制」（Q7）とは、業績・成果・貢献度・勤続年数などの評価要素を点数化したものを    

教職員が退職するまで一定期間ごとに付与し、退職時にそれまで付与された累積点数に 1 点当たり

の単価を乗じて得られた金額を退職金額とする制度を指す。 

（８）「年俸制」（Q12）とは、教職員に対する給与の全部又は一部を、当該教職員の業務の実績や成果、

勤務成績等の評価に基づき、年単位に設定する制度を指す。 

 

○ 表示・区分について 

（１）表及びグラフ中の構成割合（パーセント）は、小数第２位を四捨五入しており、その合計は必ず

しも 100%になるとは限らない。また、「100％」と「０％」は、小数点以下を表記していない。 

（２）グラフ中の数値は、原則として、その中で回答割合が大きいもののみを表記している（他の区分

との比較等のため、表記することが適当であると判断したものについては、回答割合が小さくても

表記している。）。 
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（３）維持会員の規模区分（入学定員数）については、維持会員基本事項において回答いただいた入学

定員数により、次のとおり区分している。 

   なお、学生募集を停止している会員は、その他に区分し、入学定員規模別の集計には含んでいない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「Q3 定年年齢」において集計している地域区分（15 頁）については、「令和 3 年版文部科学   

大臣所轄学校法人一覧（文部科学省 Web サイト）」の法人所在地により、次のとおり区分している。 

   

 

地域区分 会員数

北海道 北海道 25

東　北 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 33

北関東 茨城 栃木 群馬 16

南関東 埼玉 千葉 神奈川 54

東　京 東京 146

甲信越 新潟 山梨 長野 24

北　陸 富山 石川 福井 10

東　海 岐阜 静岡 愛知 三重 64

京都・大阪 京都 大阪 76

近　畿 滋賀 兵庫 奈良 和歌山 42

中　国 鳥取 島根 岡山 広島 山口 31

四　国 徳島 香川 愛媛 高知 12

九州・沖縄 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 60

該当都道府県

入学定員数 大学法人 短大法人等 合　計

100人未満 19 15 34

（100人以上）200人未満 39 37 76

（200人以上）300人未満 62 20 82

（300人以上）400人未満 73 11 84

（400人以上）500人未満 42 4 46

（500人以上）600人未満 41 41

（600人以上）800人未満 56 56

（800人以上）1,000人未満 30 30

（1,000人以上）1,500人未満 44 44

（1,500人以上）3,000人未満 64 64

3,000人以上 33 33

その他 1 2 3

合　計 504 89 593
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令和 4(2022)年度退職金等に関する実態調査 

調 査 結 果 
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Q１ 教職員の当財団への登録状況 

 

 維持会員である学校法人に勤務する教職員のうち、各学校法人の退職金支給規程等に  

基づいて退職金の支給対象とする教職員（大学、短期大学、高等専門学校、法人本部等に所属

する者で、休職者を含む。高校以下に所属する者は除く。）の人数は、令和 4(2022)年 5 月

1 日現在 205,137 人で、昨年度より 269 人増加した。 

このうち、当財団に登録している教職員数は 133,390 人で、昨年度より 318 人増加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 Q1 教職員の当財団への登録状況 

 

人　数 登録割合 人　数 登録割合 人　数 登録割合

退職金支給対象者数 58,654 38,932 97,586

財団登録者数 55,864 36,612 92,476

退職金支給対象者数 30,466 74,370 104,836

財団登録者数 21,673 16,743 38,416

退職金支給対象者数 1,521 1,194 2,715

財団登録者数 1,443 1,055 2,498

退職金支給対象者数 90,641 114,496 205,137

財団登録者数 78,980 54,410 133,390
合　計

教　　員

87.1%

94.9%

71.1%

95.2%

職　　員 教職員合計

65.0%

92.0%

36.6%

94.8%

47.5%

88.4%

22.5%

94.0%

区　　分

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

短大法人等

グラフ Q1 教職員の当財団への登録状況（教職員の人数） 

財団に登録 
していない人数 

71,747 人 

（35.0％） 財団登録人数 

133,390 人 

（65.0％）  

（注）「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」（平成 30 年法律第 71 号）の施行に伴い、令和 4(2022)年 4 月 

1 日以降、非正規職員を退職金支給の対象とした場合、当該非正規職員は「退職金支給対象者数」から除外している。 

退職金支給の対象とする 

教 職 員 数  

205,137 人 

令和4(2022)年度　退職金等に関する実態調査報告書
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

維持会員

全体

100%超 100% 75%以上 50%以上 25%以上 25%未満 保有していない

 

Q２ 退職給与引当金に対する退職給与引当特定資産の保有割合  

 

 令和 3(2021)年度決算における退職給与引当金に対する退職給与引当特定資産の保有割

合は、100％以上保有している会員は 173 会員（29.2%）で、昨年度より 1 会員増加した。 

また、保有していない会員は、130 会員（21.9%）で、昨年度より 1 会員増加した。 

昨年度同様、入学定員が 300 人未満の会員では、約 5 割の会員が保有割合 25%未満で、 

3 割以上の会員が保有していないとの回答だった。 

3,000 人以上の規模の会員では 100%以上保有している会員が 4 割を超えている一方

で、100 人未満の規模の会員では保有していない会員が 4 割を超えている。 
 

グラフ Q2-1 退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフ Q2-2 学校法人種別ごとの退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合） 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

大学法人

（医歯を除く）

大学法人

（医歯）

短大法人等

100%超 100% 75%以上 50%以上 25%以上 25%未満 保有していない

17.9% 21.3% 

15.7% 29.2% 

16.9% 21.9% 7.8% 12.5% 8.9% 

29.2% 

21.4% 

21.5% 

20.6% 

21.3% 

35.3% 

10.6% 

7



 

 

表Q2 退職給与引当特定資産の保有割合 

 

 

 

（参考）平成 29(2017)年度調査結果  

 
 

  

保有割合

100%超 35 (7.4%) 1 (2.9%) 10 (11.2%) 46 (7.8%)

100% 101 (21.5%) 7 (20.6%) 19 (21.3%) 127 (21.4%)

75%以上 84 (17.9%) 2 (5.9%) 14 (15.7%) 100 (16.9%)

50%以上 67 (14.3%) 3 (8.8%) 4 (4.5%) 74 (12.5%)

25％以上 40 (8.5%) 5 (14.7%) 8 (9.0%) 53 (8.9%)

25％未満 43 (9.1%) 12 (35.3%) 8 (9.0%) 63 (10.6%)

保有していない 100 (21.3%) 4 (11.8%) 26 (29.2%) 130 (21.9%)
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（医歯を除く）
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（医歯） 短大法人等
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グラフ Q2-3 入学定員規模別の退職給与引当特定資産の保有割合（会員数の割合） 
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Q３ 定年年齢 

 

 教職員の定年年齢は、維持会員全体で見ると、教員では 360 会員（60.7%）が「65 歳」で、

次いで多いのが「70 歳」の 67 会員（11.3%）だった。職員では「60 歳」が 291 会員（49.1%）

で最も多く、次いで「65 歳」で 219 会員（36.9%）だった。また、職員では、61.9%の    

維持会員（367 会員）が 64 歳以下だった。 

 5 年前（平成 29 年度）と比較すると、教員では「70 歳」が減少し、「65 歳」がやや増

加している。職員では大きな変化は見られなかった。 

 入学定員規模別で見ると、教職員ともに規模が大きくなるにつれて定年年齢が高い会員の

割合が多くなる傾向にあった。 

 

 

グラフ Q３-1 定年年齢（会員数の割合） 
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60.7% 
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（注）教員では「61 歳」、「69 歳」と回答した会員、職員では「69 歳」、「71 歳以上」と 
回答した会員はいなかった。 

11.3% 

61.9% (64 歳以下) 
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表 Q３ 定年年齢 

【 教 員 】 

 

 

 

60歳 30 (6.4%) 7 (20.6%) 29 (32.6%) 66 (11.1%)

61歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

62歳 3 (0.6%) 1 (2.9%) 1 (1.1%) 5 (0.8%)

63歳 14 (3.0%) 4 (11.8%) 9 (10.1%) 27 (4.6%)

64歳 3 (0.6%) 0 (0%) 1 (1.1%) 4 (0.7%)

65歳 298 (63.4%) 18 (52.9%) 44 (49.4%) 360 (60.7%)

66歳 3 (0.6%) 1 (2.9%) 0 (0%) 4 (0.7%)

67歳 22 (4.7%) 2 (5.9%) 0 (0%) 24 (4.0%)

68歳 34 (7.2%) 0 (0%) 1 (1.1%) 35 (5.9%)

69歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70歳 62 (13.2%) 1 (2.9%) 4 (4.5%) 67 (11.3%)

71歳以上 1 (0.2%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (0.2%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

定年年齢
令和4(2022)年度

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

60歳 214 (45.5%) 17 (50.0%) 60 (67.4%) 291 (49.1%)

61歳 4 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0.7%)

62歳 23 (4.9%) 1 (2.9%) 4 (4.5%) 28 (4.7%)

63歳 32 (6.8%) 6 (17.6%) 2 (2.2%) 40 (6.7%)

64歳 4 (0.9%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (0.7%)

65歳 190 (40.4%) 9 (26.5%) 20 (22.5%) 219 (36.9%)

66歳 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (0.3%)

67歳 1 (0.2%) 1 (2.9%) 0 (0%) 2 (0.3%)

68歳 0 (0%) 0 (0%) 1 (1.1%) 1 (0.2%)

69歳 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

70歳 0 (0%) 0 (0%) 2 (2.2%) 2 (0.3%)

71歳以上 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

定年年齢
令和4(2022)年度

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

【 職 員 】 
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グラフ Q３-3 入学定員規模別の教職員の定年年齢（会員数の割合） 
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グラフ Q３-4 地域別の定年年齢（会員数の割合） 
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Q４（１）定年退職後の継続雇用制度 

 

 定年退職後の継続雇用制度は、継続雇用期間を退職金の支給対象としている・していない

にかかわらず、制度を設けている会員が教員で 388 会員（65.4%）、職員で 446 会員

（75.2%）だった。継続雇用制度を設けていない会員は、教員で 183 会員（30.9%）、   

職員で 127 会員（21.4%）だった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「実情に応じ学校が必要と認める者を個別契約で雇用

することがある」などの回答があった。 

 

グラフ Q４(1)-1 定年退職後の継続雇用制度（会員数の割合） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

グラフ Q４(1)-2 学校法人種別ごとの定年退職後の継続雇用制度（会員数の割合） 
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グラフ Q４(1)-2 学校法人種別ごとの定年退職後の継続雇用制度（会員数の割合） 
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表 Q４(1) 定年退職後の継続雇用制度 

【 教 員 】 

 
 
 

【 職 員 】 

 

 

 

  

区　分

 継続雇用制度あり
 退職金の支給対象 58 (12.3%) 0 (0%) 18 (20.2%) 76 (12.8%)

 継続雇用制度あり
 退職金の支給対象外 235 (50.0%) 26 (76.5%) 51 (57.3%) 312 (52.6%)

 継続雇用制度なし 161 (34.3%) 7 (20.6%) 15 (16.9%) 183 (30.9%)

 その他 16 (3.4%) 1 (2.9%) 5 (5.6%) 22 (3.7%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計

区　分

 継続雇用制度あり
 退職金の支給対象 54 (11.5%) 0 (0%) 19 (21.3%) 73 (12.3%)

 継続雇用制度あり
 退職金の支給対象外 288 (61.3%) 30 (88.2%) 55 (61.8%) 373 (62.9%)

 継続雇用制度なし 114 (24.3%) 3 (8.8%) 10 (11.2%) 127 (21.4%)

 その他 14 (3.0%) 1 (2.9%) 5 (5.6%) 20 (3.4%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計
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Q４（２）継続雇用制度適用者に対する退職金 

 

 Q4（１）で、「継続雇用制度を設けている（退職金の支給対象としている）」と回答され

た会員（教員 76 会員、職員 73 会員）のうち、「採用から継続雇用期間の終了まで通算した

在職期間による支給率を適用し、退職金を支給」とする会員は、教員で 15 会員（19.7%）、

職員で 12 会員（16.4%）だった。 

また、「継続雇用期間は在職期間を通算しない」とする会員は、教員で 54 会員（71.1%）、

職員で 53 会員（72.6%）だった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「個人ごとに異なる」、「通常の算定方法による支給額

の半分を支給する」などの回答があった。 
 

表 Q４(2) 継続雇用制度適用者に対する退職金 

 

  

15 (19.7%) 12 (16.4%)

54 (71.1%) 53 (72.6%)

継続雇用期間による支給率を適用し、退職金を別途支給 47 (61.8%) 48 (65.8%)

継続雇用期間に応じた定額の退職金を別途支給 6 (7.9%) 5 (6.8%)

役割や勤務成績等を勘案し、個人別に定額の退職金を別途支給 1 (1.3%) 0 (0%)

7 (9.2%) 8 (11.0%)

76 (100%) 73 (100%)

　採用から継続雇用期間の終了まで通算した在職期間による
　支給率を適用し、退職金を支給

　在職期間を通算しない

　その他

　合　計

区　　分 教員 職員
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Q４（３）継続雇用制度の種類 

 

Q4（１）で、継続雇用期間を退職金の支給対象としている・していないにかかわらず、

継続雇用制度を設けているとした会員（教員 388 会員、職員 446 会員）のうち、「勤務延

長制度」を設けている会員は、教員で 25 会員（6.4%）、職員で 19 会員（4.3%）だった。

一方、「再雇用制度」を設けている会員は、教員で 341 会員（87.9%）、職員で 410 会員

（91.9%）だった。 

「勤務延長制度と再雇用制度の併用」とした会員の各制度の適用要件は、「職位によって

異なる」「本人との協議による」「理事会の判断による」などの回答があった。 
 

グラフ Q４(3)-1 継続雇用制度の種類（会員数の割合） 

 

 

 

 

グラフ Q４(3)-2 学校法人種別ごとの継続雇用制度の種類（会員数の割合） 
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Q４（３）継続雇用制度の種類 

 

Q4（１）で、継続雇用期間を退職金の支給対象としている・していないにかかわらず、

継続雇用制度を設けているとした会員（教員 388 会員、職員 446 会員）のうち、「勤務延

長制度」を設けている会員は、教員で 25 会員（6.4%）、職員で 19 会員（4.3%）だった。

一方、「再雇用制度」を設けている会員は、教員で 341 会員（87.9%）、職員で 410 会員

（91.9%）だった。 

「勤務延長制度と再雇用制度の併用」とした会員の各制度の適用要件は、「職位によって

異なる」「本人との協議による」「理事会の判断による」などの回答があった。 
 

グラフ Q４(3)-1 継続雇用制度の種類（会員数の割合） 

 

 

 

 

グラフ Q４(3)-2 学校法人種別ごとの継続雇用制度の種類（会員数の割合） 
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表 Q４(3) 継続雇用制度の種類 

【 教 員 】 

 

 

【 職 員 】 

 

 

 

区　分

勤務延長制度 20 (6.8%) 0 (0%) 5 (7.2%) 25 (6.4%)

再雇用制度 254 (86.7%) 25 (96.2%) 62 (89.9%) 341 (87.9%)

勤務延長制度と
再雇用制度の併用 19 (6.5%) 1 (3.8%) 2 (2.9%) 22 (5.7%)

合　計 293 (100%) 26 (100%) 69 (100%) 388 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計

区　分

勤務延長制度 14 (4.1%) 0 (0%) 5 (6.8%) 19 (4.3%)

再雇用制度 314 (91.8%) 29 (96.7%) 67 (90.5%) 410 (91.9%)

勤務延長制度と
再雇用制度の併用 14 (4.1%) 1 (3.3%) 2 (2.7%) 17 (3.8%)

合　計 342 (100%) 30 (100%) 74 (100%) 446 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合計
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Q５ 高年齢者就業確保措置の対応状況 

 

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正を受けて、70 歳までの就業確保措置

としての制度改正の実施または検討状況、制度改正の具体的な内容、検討内容を調査した。 

 制度改正の実施または検討状況については、教職員共に「検討していない」との回答が多

く、教員では 284 会員（47.9%）、職員では 329 会員（55.5%）だった。次いで多かった

のは「検討中（検討予定）」で、教員では 191 会員（32.2%）、職員では 227 会員（38.3%）

だった。 

 「制度を改正した」会員からは、「再雇用制度を導入した」や「再雇用制度を改正し対象

を 70 歳までとした」などの回答を得た。 

「検討中（検討予定）」の会員は、教職員共に「現時点では方向性が決まっていない」と

する会員が多く、教員では 130 会員（68.1%）、職員では 158 会員（69.6%）であった。 

 

グラフ Q5(1)-1 就業確保措置としての制度改正の実施・検討状況（会員数の割合） 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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38.3% 55.5% 
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Q５ 高年齢者就業確保措置の対応状況 

 

 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」の改正を受けて、70 歳までの就業確保措置

としての制度改正の実施または検討状況、制度改正の具体的な内容、検討内容を調査した。 

 制度改正の実施または検討状況については、教職員共に「検討していない」との回答が多

く、教員では 284 会員（47.9%）、職員では 329 会員（55.5%）だった。次いで多かった

のは「検討中（検討予定）」で、教員では 191 会員（32.2%）、職員では 227 会員（38.3%）

だった。 

 「制度を改正した」会員からは、「再雇用制度を導入した」や「再雇用制度を改正し対象

を 70 歳までとした」などの回答を得た。 

「検討中（検討予定）」の会員は、教職員共に「現時点では方向性が決まっていない」と

する会員が多く、教員では 130 会員（68.1%）、職員では 158 会員（69.6%）であった。 

 

グラフ Q5(1)-1 就業確保措置としての制度改正の実施・検討状況（会員数の割合） 
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グラフ Q5(1)-2 学校法人種別ごとの制度改正の実施・検討状況（会員数の割合） 

 

表 Q5(1)  就業確保措置としての制度改正の実施・検討状況 

【 教 員 】 

   

【 職 員 】 

  
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

制度を改正した 検討中（検討予定） 検討していない 制度改正不要

区分

制度を改正した 13 (2.8%) 1 (2.9%) 0 (0%) 14 (2.4%)

検討中（検討予定） 149 (31.7%) 14 (41.2%) 28 (31.5%) 191 (32.2%)

検討していない 219 (46.6%) 18 (52.9%) 47 (52.8%) 284 (47.9%)

制度改正は不要 89 (18.9%) 1 (2.9%) 14 (15.7%) 104 (17.5%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

区分

制度を改正した 9 (1.9%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (1.5%)

検討中（検討予定） 181 (38.5%) 17 (50.0%) 29 (32.6%) 227 (38.3%)

検討していない 263 (56.0%) 17 (50.0%) 49 (55.1%) 329 (55.5%)

制度改正は不要 17 (3.6%) 0 (0%) 11 (12.4%) 28 (4.7%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 合　計短大法人等

31.7% 46.6% 

41.2% 

31.5% 

38.5% 

50.0% 

32.6% 

52.9% 

52.8% 

56.0% 

50.0% 

55.1% 

18.9% 

23



  41811_私立大学退職金に関する報告書_本文　28
【修正日】2022年12月23日 午後3時07分

大学法人 
（医歯を除く） 

大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

教 

員 

大学法人 
（医歯を除く） 

大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

職 

員 

 

Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間 

 

 退職金の支給対象となるために必要な在職期間は、全体では、教職員ともに「1 年以上」の回

答が 70%を超えており、教員で 428 会員（72.2%）、職員で 422 会員（71.2%）だった。次

いで多いのは「1 年未満」で、教員で 68 会員（11.5%）、職員で 71 会員（12.0%）だった。 

 「大学法人（医歯）」では、教職員ともに「3 年以上」が最も多かった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「退職事由により異なる」などの回答があった。 
 

グラフ Q６-1 退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合） 

 

グラフ Q６-2 学校法人種別ごとの退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合） 
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表 Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間 

【 教 員 】 

 

 

【 職 員 】 

 

必要な在職期間

1年未満 63 (13.4%) 2 (5.9%) 3 (3.4%) 68 (11.5%)

1年以上 345 (73.4%) 9 (26.5%) 74 (83.1%) 428 (72.2%)

2年以上 18 (3.8%) 7 (20.6%) 2 (2.2%) 27 (4.6%)

3年以上 22 (4.7%) 13 (38.2%) 4 (4.5%) 39 (6.6%)

4年以上 1 (0.2%) 0 (0%) 1 (1.1%) 2 (0.3%)

その他 21 (4.5%) 3 (8.8%) 5 (5.6%) 29 (4.9%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

必要な在職期間

1年未満 65 (13.8%) 2 (5.9%) 4 (4.5%) 71 (12.0%)

1年以上 339 (72.1%) 9 (26.5%) 74 (83.1%) 422 (71.2%)

2年以上 17 (3.6%) 7 (20.6%) 2 (2.2%) 26 (4.4%)

3年以上 24 (5.1%) 13 (38.2%) 3 (3.4%) 40 (6.7%)

4年以上 2 (0.4%) 0 (0%) 1 (1.1%) 3 (0.5%)

その他 23 (4.9%) 3 (8.8%) 5 (5.6%) 31 (5.2%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計大学法人

（医歯を除く）
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グラフ Q5(3) 制度改正の検討状況・内容（会員数の割合） 

 

表 Q5(3)  制度改正の検討状況・内容 

【 教 員 】 

 

【 職 員 】 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年年齢の引き上げ 継続雇用制度の導入 その他 現時点では方向性が決まっていない

区分

定年年齢の引き上げ 12 (8.1%) 0 (0%) 1 (3.6%) 13 (6.8%)

継続雇用制度の導入 33 (22.1%) 3 (21.4%) 5 (17.9%) 41 (21.5%)

その他 6 (4.0%) 0 (0%) 1 (3.6%) 7 (3.7%)

方向性が決まっていない 98 (65.8%) 11 (78.6%) 21 (75.0%) 130 (68.1%)

合　計 149 (100%) 14 (100%) 28 (100%) 191 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計大学法人

（医歯を除く）

区分

定年年齢の引き上げ 18 (9.9%) 0 (0%) 1 (3.4%) 19 (8.4%)

継続雇用制度の導入 34 (18.8%) 4 (23.5%) 5 (17.2%) 43 (18.9%)

その他 6 (3.3%) 0 (0%) 1 (3.4%) 7 (3.1%)

方向性が決まっていない 123 (68.0%) 13 (76.5%) 22 (75.9%) 158 (69.6%)

合　計 181 (100%) 17 (100%) 29 (100%) 227 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

22.1% 65.8% 

21.4% 78.6% 

17.9% 75.0% 

18.8% 68.0% 

23.5% 76.5% 

17.2% 75.9% 
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職 
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Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間 

 

 退職金の支給対象となるために必要な在職期間は、全体では、教職員ともに「1 年以上」の回

答が 70%を超えており、教員で 428 会員（72.2%）、職員で 422 会員（71.2%）だった。次

いで多いのは「1 年未満」で、教員で 68 会員（11.5%）、職員で 71 会員（12.0%）だった。 

 「大学法人（医歯）」では、教職員ともに「3 年以上」が最も多かった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「退職事由により異なる」などの回答があった。 
 

グラフ Q６-1 退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合） 
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1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 その他

73.4% 

26.5% 38.2% 

83.1% 

72.1% 

26.5% 38.2% 

83.1% 

72.2% 

71.2% 

11.5% 

12.0% 

20.6% 

20.6% 
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（医歯） 
  

短大法人等 
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大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

職 

員 

 

Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間 

 

 退職金の支給対象となるために必要な在職期間は、全体では、教職員ともに「1 年以上」の回

答が 70%を超えており、教員で 428 会員（72.2%）、職員で 422 会員（71.2%）だった。次

いで多いのは「1 年未満」で、教員で 68 会員（11.5%）、職員で 71 会員（12.0%）だった。 

 「大学法人（医歯）」では、教職員ともに「3 年以上」が最も多かった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「退職事由により異なる」などの回答があった。 
 

グラフ Q６-1 退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合） 

 

グラフ Q６-2 学校法人種別ごとの退職金の支給対象となるために必要な在職期間（会員数の割合） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 その他

73.4% 

26.5% 38.2% 

83.1% 

72.1% 

26.5% 38.2% 

83.1% 

72.2% 

71.2% 

11.5% 

12.0% 

20.6% 

20.6% 
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表 Q６ 退職金の支給対象となるために必要な在職期間 

【 教 員 】 

 

 

【 職 員 】 

 

必要な在職期間

1年未満 63 (13.4%) 2 (5.9%) 3 (3.4%) 68 (11.5%)

1年以上 345 (73.4%) 9 (26.5%) 74 (83.1%) 428 (72.2%)

2年以上 18 (3.8%) 7 (20.6%) 2 (2.2%) 27 (4.6%)

3年以上 22 (4.7%) 13 (38.2%) 4 (4.5%) 39 (6.6%)

4年以上 1 (0.2%) 0 (0%) 1 (1.1%) 2 (0.3%)

その他 21 (4.5%) 3 (8.8%) 5 (5.6%) 29 (4.9%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

必要な在職期間

1年未満 65 (13.8%) 2 (5.9%) 4 (4.5%) 71 (12.0%)

1年以上 339 (72.1%) 9 (26.5%) 74 (83.1%) 422 (71.2%)

2年以上 17 (3.6%) 7 (20.6%) 2 (2.2%) 26 (4.4%)

3年以上 24 (5.1%) 13 (38.2%) 3 (3.4%) 40 (6.7%)

4年以上 2 (0.4%) 0 (0%) 1 (1.1%) 3 (0.5%)

その他 23 (4.9%) 3 (8.8%) 5 (5.6%) 31 (5.2%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計大学法人

（医歯を除く）
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表 Q７ 退職金の算定方法 

【 教 員 】 

 

 

【 職 員 】 

 

退職金の算定方法

算定基礎額×支給率 402 (79.8%) 75 (84.3%) 477 (80.4%)

算定基礎額×支給率+特別功労金等 72 (14.3%) 8 (9.0%) 80 (13.5%)

算定基礎額×支給率+業績や成果等の評価に基づく加算金等 4 (0.8%) 1 (1.1%) 5 (0.8%)

ポイント制 9 (1.8%) 1 (1.1%) 10 (1.7%)

その他 17 (3.4%) 4 (4.5%) 21 (3.5%)

合　計 504 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

大学法人 短大法人等 合　計

退職金の算定方法

算定基礎額×支給率 393 (78.0%) 75 (84.3%) 468 (78.9%)

算定基礎額×支給率+特別功労金等 75 (14.9%) 8 (9.0%) 83 (14.0%)

算定基礎額×支給率+業績や成果等の評価に基づく加算金等 3 (0.6%) 1 (1.1%) 4 (0.7%)

ポイント制 19 (3.8%) 1 (1.1%) 20 (3.4%)

その他 14 (2.8%) 4 (4.5%) 18 (3.0%)

合　計 504 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

合　計大学法人 短大法人等
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大学法人 

短大法人等 

教 

員 

大学法人 

短大法人等 

職 

員 

 

Q８ 退職金の算定基礎額（Q7 において「ポイント制」と回答した会員を除く） 

 

 退職金算定の基礎としている俸給の月額は、教職員ともに「退職時の俸給（本俸）」と   

する会員が最も多く、教員で 449 会員（77.0%）、職員で 430 会員（75.0%）だった。 

次いで多いのが「本俸に諸手当を加える」とする会員で、教員で 74 会員（12.7%）、    

職員で 80 会員（14.0%）だった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「在職中の最高時の俸給月額」、「退職時に適用されて

いる退職金財団の標準俸給月額」などの回答があった。 

グラフ Q８-1 退職金の算定基礎額（会員数の割合） 

 

グラフ Q８-2 学校法人種別ごとの退職金の算定基礎額（会員数の割合） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.3% 

75.3% 

77.0% 

73.9% 

14.8% 

17.0% 

12.3% 

13.4% 

■退職時の俸給（本俸）    ■本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（諸手当以外） 

■本俸に諸手当を加える    ■過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の俸給等の平均    ■その他 

77.0% 

75.0% 

12.7% 

14.0% 

■退職時の俸給（本俸）    ■本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（諸手当以外） 

■本俸に諸手当を加える    ■過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の俸給等の平均    ■その他 
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大学法人 

短大法人等 
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員 

大学法人 

短大法人等 
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員 

 

Q８ 退職金の算定基礎額（Q7 において「ポイント制」と回答した会員を除く） 

 

 退職金算定の基礎としている俸給の月額は、教職員ともに「退職時の俸給（本俸）」と   

する会員が最も多く、教員で 449 会員（77.0%）、職員で 430 会員（75.0%）だった。 

次いで多いのが「本俸に諸手当を加える」とする会員で、教員で 74 会員（12.7%）、    

職員で 80 会員（14.0%）だった。 

 なお、「その他」とした会員からは、「在職中の最高時の俸給月額」、「退職時に適用されて

いる退職金財団の標準俸給月額」などの回答があった。 

グラフ Q８-1 退職金の算定基礎額（会員数の割合） 

 

グラフ Q８-2 学校法人種別ごとの退職金の算定基礎額（会員数の割合） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.3% 

75.3% 

77.0% 

73.9% 

14.8% 

17.0% 

12.3% 

13.4% 

■退職時の俸給（本俸）    ■本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（諸手当以外） 

■本俸に諸手当を加える    ■過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の俸給等の平均    ■その他 

77.0% 

75.0% 

12.7% 

14.0% 

■退職時の俸給（本俸）    ■本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（諸手当以外） 

■本俸に諸手当を加える    ■過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の俸給等の平均    ■その他 
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表 Q８ 退職金の算定基礎額 

【 教 員 】 

 
 

【 職 員 】 

 

 

退職金の算定基礎額

退職時の俸給（本俸） 381 (77.0%) 68 (77.3%) 449 (77.0%)

本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（手当以外） 16 (3.2%) 3 (3.4%) 19 (3.3%)

本俸に諸手当を加える 61 (12.3%) 13 (14.8%) 74 (12.7%)

過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の
俸給等の平均 11 (2.2%) 2 (2.3%) 13 (2.2%)

その他 26 (5.3%) 2 (2.3%) 28 (4.8%)

合　計 495 (100%) 88 (100%) 583 (100%)

大学法人 短大法人等 合　計

退職金の算定基礎額

退職時の俸給（本俸） 365 (75.3%) 65 (73.9%) 430 (75.0%)

本俸に調整係数を乗ずるなどにより調整する（手当以外） 16 (3.3%) 3 (3.4%) 19 (3.3%)

本俸に諸手当を加える 65 (13.4%) 15 (17.0%) 80 (14.0%)

過去（全在職期間又は在職期間のうち一定の期間）の
俸給等の平均 11 (2.3%) 2 (2.3%) 13 (2.3%)

その他 28 (5.8%) 3 (3.4%) 31 (5.4%)

合　計 485 (100%) 88 (100%) 573 (100%)

合　計大学法人 短大法人等
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Q９ 退職金の支給率の基準（Q7 において「ポイント制」と回答した会員を除く） 

 

 退職金の計算に使用する支給率は何を基準として定めているかについて、教職員ともに 

「独自の支給率」とした会員が約半数となり、教員では 289 会員（49.6%）、職員では   

288 会員（50.3%）だった。 

学校法人種別ごとに見ると、大学法人では「独自の支給率」とする会員が多く、短大法人

等では「当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用」とする会員が多かった。 

なお、「その他」とした会員からは「過去の国家公務員（又は地方公務員）の支給率を   

準用」などの回答があった。 

グラフ Q９-1 退職金の支給率の基準（会員数の割合） 

 

グラフ Q９-2 学校法人種別ごとの退職金の支給率の基準（会員数の割合） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

81.8% 

47.7% 

18.6% 

81.3% 

21.0% 52.8% 

20.5% 22.7% 

18.3% 20.3% 53.4% 

45.5% 21.6% 22.7% 

■当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用   ■当財団の従前交付率又は特例交付率を準用 

■現在の地方公務員の支給率を準用    ■独自の支給率   ■その他 

22.3% 20.6% 49.6% 

21.8% 19.9% 50.3% 

■当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用   ■当財団の従前交付率又は特例交付率を準用 

■現在の地方公務員の支給率を準用    ■独自の支給率   ■その他 
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表 Q９ 退職金の支給率の基準 

【 教 員 】 

 
 

【 職 員 】 

 

 

退職金の支給率の基準

当財団の基準交付率又は
現在の国家公務員の支給率を準用 86 (18.6%) 2 (6.1%) 42 (47.7%) 130 (22.3%)

当財団の従前交付率又は
特例交付率を準用 97 (21.0%) 3 (9.1%) 20 (22.7%) 120 (20.6%)

現在の地方公務員の支給率を準用 8 (1.7%) 0 (0%) 2 (2.3%) 10 (1.7%)

独自の支給率 244 (52.8%) 27 (81.8%) 18 (20.5%) 289 (49.6%)

その他 27 (5.8%) 1 (3.0%) 6 (6.8%) 34 (5.8%)

合　計 462 (100%) 33 (100%) 88 (100%) 583 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

退職金の支給率の基準

当財団の基準交付率又は
現在の国家公務員の支給率を準用 83 (18.3%) 2 (6.3%) 40 (45.5%) 125 (21.8%)

当財団の従前交付率又は
特例交付率を準用 92 (20.3%) 3 (9.4%) 19 (21.6%) 114 (19.9%)

現在の地方公務員の支給率を準用 9 (2.0%) 0 (0%) 2 (2.3%) 11 (1.9%)

独自の支給率 242 (53.4%) 26 (81.3%) 20 (22.7%) 288 (50.3%)

その他 27 (6.0%) 1 (3.1%) 7 (8.0%) 35 (6.1%)

合　計 453 (100%) 32 (100%) 88 (100%) 573 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計大学法人

（医歯を除く）

33



大学法人 
（医歯を除く） 

大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

教 

員 

大学法人 
（医歯を除く） 

大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

職 

員 

 

Q９ 退職金の支給率の基準（Q7 において「ポイント制」と回答した会員を除く） 

 

 退職金の計算に使用する支給率は何を基準として定めているかについて、教職員ともに 

「独自の支給率」とした会員が約半数となり、教員では 289 会員（49.6%）、職員では   

288 会員（50.3%）だった。 

学校法人種別ごとに見ると、大学法人では「独自の支給率」とする会員が多く、短大法人

等では「当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用」とする会員が多かった。 

なお、「その他」とした会員からは「過去の国家公務員（又は地方公務員）の支給率を   

準用」などの回答があった。 

グラフ Q９-1 退職金の支給率の基準（会員数の割合） 

 

グラフ Q９-2 学校法人種別ごとの退職金の支給率の基準（会員数の割合） 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教員

職員

0% 20% 40% 60% 80% 100%

81.8% 

47.7% 

18.6% 

81.3% 

21.0% 52.8% 

20.5% 22.7% 

18.3% 20.3% 53.4% 

45.5% 21.6% 22.7% 

■当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用   ■当財団の従前交付率又は特例交付率を準用 

■現在の地方公務員の支給率を準用    ■独自の支給率   ■その他 

22.3% 20.6% 49.6% 

21.8% 19.9% 50.3% 

■当財団の基準交付率又は現在の国家公務員の支給率を準用   ■当財団の従前交付率又は特例交付率を準用 

■現在の地方公務員の支給率を準用    ■独自の支給率   ■その他 
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表 Q９ 退職金の支給率の基準 

【 教 員 】 

 
 

【 職 員 】 

 

 

退職金の支給率の基準

当財団の基準交付率又は
現在の国家公務員の支給率を準用 86 (18.6%) 2 (6.1%) 42 (47.7%) 130 (22.3%)

当財団の従前交付率又は
特例交付率を準用 97 (21.0%) 3 (9.1%) 20 (22.7%) 120 (20.6%)

現在の地方公務員の支給率を準用 8 (1.7%) 0 (0%) 2 (2.3%) 10 (1.7%)

独自の支給率 244 (52.8%) 27 (81.8%) 18 (20.5%) 289 (49.6%)

その他 27 (5.8%) 1 (3.0%) 6 (6.8%) 34 (5.8%)

合　計 462 (100%) 33 (100%) 88 (100%) 583 (100%)

大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計

退職金の支給率の基準

当財団の基準交付率又は
現在の国家公務員の支給率を準用 83 (18.3%) 2 (6.3%) 40 (45.5%) 125 (21.8%)

当財団の従前交付率又は
特例交付率を準用 92 (20.3%) 3 (9.4%) 19 (21.6%) 114 (19.9%)

現在の地方公務員の支給率を準用 9 (2.0%) 0 (0%) 2 (2.3%) 11 (1.9%)

独自の支給率 242 (53.4%) 26 (81.3%) 20 (22.7%) 288 (50.3%)

その他 27 (6.0%) 1 (3.1%) 7 (8.0%) 35 (6.1%)

合　計 453 (100%) 32 (100%) 88 (100%) 573 (100%)

大学法人
（医歯） 短大法人等 合　計大学法人

（医歯を除く）
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大学法人 
（医歯を除く） 

大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

 

Q10（１）退職年金制度 

 

 退職年金制度については、令和元(2019)年度以来に調査を行った。 

退職一時金以外の退職年金制度を設けている会員は 36 会員であり、令和元年度と比較し

て 11 会員増加した。 

制度を設けている会員のうち、「確定給付年金制度を設けている」と回答した会員は 12 会員

（2.0%）で、「確定拠出年金制度を設けている」と回答した会員は 13 会員（2.2%）だった。 

 「それ以外の制度を設けている」とした会員は 11 会員（1.9%）で、「確定給付型と確定

拠出型の両方を併せ持った形式」や「拠出型企業年金保険」といった回答があった。 

 入学定員規模別に見ると、3,000 人以上の規模の法人では「確定拠出年金制度を設けて

いる」「それ以外の制度を設けている」とした会員がそれぞれ 18.2%であった。 

 

グラフ Q10(1)-1 学校法人種別ごとの退職年金制度の状況（会員数の割合） 

 

表 Q10(1)  退職年金制度の状況 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

確定給付年金制度 確定拠出年金制度 それ以外の制度 設けていない

区　分

確定給付年金制度を
設けている 11 (2.3%) 1 (2.9%) 0 (0%) 12 (2.0%)

確定拠出年金制度を
設けている 10 (2.1%) 3 (8.8%) 0 (0%) 13 (2.2%)

それ以外の制度を
設けている 9 (1.9%) 2 (5.9%) 0 (0%) 11 (1.9%)

設けていない 440 (93.6%) 28 (82.4%) 89 (100%) 557 (93.9%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

短大法人等 合計大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

93.6% 

82.4% 

100% 

令和4(2022)年度　退職金等に関する実態調査報告書

34



大学法人 
（医歯を除く） 

大学法人 
（医歯） 
  

短大法人等 

 

Q10（１）退職年金制度 

 

 退職年金制度については、令和元(2019)年度以来に調査を行った。 

退職一時金以外の退職年金制度を設けている会員は 36 会員であり、令和元年度と比較し

て 11 会員増加した。 

制度を設けている会員のうち、「確定給付年金制度を設けている」と回答した会員は 12 会員

（2.0%）で、「確定拠出年金制度を設けている」と回答した会員は 13 会員（2.2%）だった。 

 「それ以外の制度を設けている」とした会員は 11 会員（1.9%）で、「確定給付型と確定

拠出型の両方を併せ持った形式」や「拠出型企業年金保険」といった回答があった。 

 入学定員規模別に見ると、3,000 人以上の規模の法人では「確定拠出年金制度を設けて

いる」「それ以外の制度を設けている」とした会員がそれぞれ 18.2%であった。 

 

グラフ Q10(1)-1 学校法人種別ごとの退職年金制度の状況（会員数の割合） 

 

表 Q10(1)  退職年金制度の状況 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

確定給付年金制度 確定拠出年金制度 それ以外の制度 設けていない

区　分

確定給付年金制度を
設けている 11 (2.3%) 1 (2.9%) 0 (0%) 12 (2.0%)

確定拠出年金制度を
設けている 10 (2.1%) 3 (8.8%) 0 (0%) 13 (2.2%)

それ以外の制度を
設けている 9 (1.9%) 2 (5.9%) 0 (0%) 11 (1.9%)

設けていない 440 (93.6%) 28 (82.4%) 89 (100%) 557 (93.9%)

合　計 470 (100%) 34 (100%) 89 (100%) 593 (100%)

短大法人等 合計大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯）

93.6% 

82.4% 

100% 

令和4(2022)年度　退職金等に関する実態調査報告書

34

 

 

グラフ Q10(1)-2 入学定員規模別の退職年金制度の状況 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

100人未満

200人未満

300人未満

400人未満

500人未満

600人未満

800人未満

1,000人未満

1,500人未満

3,000人未満

3,000人以上

確定給付年金制度 確定拠出年金制度 それ以外の制度 設けていない

97.1% 

97.4% 

98.8% 

98.8% 

95.7% 

96.4% 

96.7% 

95.5% 

87.5% 

51.5% 18.2% 18.2% 

100% 
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Q11（１）教員の任期制の導入状況・（３）任期制の導入の予定又は検討状況 

 

 任期制については、平成 30(2018)年度から引き続き教員に限定して調査を行った。 

 教員の任期制について、「導入している」とした会員は、453 会員（76.4%）だった。 

 また、現在は導入していないが、「導入を予定している」とした会員は 2 会員（0.3%）で

あり、「導入を検討している」とした会員は 12 会員（2.0%）だった。「導入を検討してい

ない」とした会員は 126 会員（21.2%）だった。 

 
 

グラフ Q11(1)・(3) 教員の任期制の導入状況等（会員数の割合） 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

導入している 
76.4% 

導入予定 0.3% 

検討中 2.0% 

導入していない 
23.6% 

検討していない 

21.2% 
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表 Q11(1)・(3)-1 任期制の導入状況等 

 

 

表 Q11(1)・(3)-2 学校法人種別ごとの任期制の導入状況等 

   
 

453 (76.4%) 478 (79.7%)

140 (23.6%) 122 (20.3%)

導入予定 2 (0.3%) 4 (0.7%)

検討中 12 (2.0%) 10 (1.7%)

検討していない 126 (21.2%) 108 (18.0%)

593 (100%) 600 (100%)

教　員

平成29(2017)年度

導入していない

令和4(2022)年度任期制の導入状況等

合計

導入している

381 (81.1%) 34 (100%) 38 (42.7%)

89 (18.9%) 0 (0%) 51 (57.3%)

導入予定 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%)

検討中 8 (1.7%) 0 (0%) 4 (4.5%)

検討していない 79 (16.8%) 0 (0%) 47 (52.8%)

470 (100%) 34 (100%) 89 (100%)

導入していない

合計

任期制の導入状況等 大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等

導入している
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表 Q11(1)・(3)-1 任期制の導入状況等 

 

 

表 Q11(1)・(3)-2 学校法人種別ごとの任期制の導入状況等 

   
 

453 (76.4%) 478 (79.7%)

140 (23.6%) 122 (20.3%)

導入予定 2 (0.3%) 4 (0.7%)

検討中 12 (2.0%) 10 (1.7%)

検討していない 126 (21.2%) 108 (18.0%)

593 (100%) 600 (100%)

教　員

平成29(2017)年度

導入していない

令和4(2022)年度任期制の導入状況等

合計

導入している

381 (81.1%) 34 (100%) 38 (42.7%)

89 (18.9%) 0 (0%) 51 (57.3%)

導入予定 2 (0.4%) 0 (0%) 0 (0%)

検討中 8 (1.7%) 0 (0%) 4 (4.5%)

検討していない 79 (16.8%) 0 (0%) 47 (52.8%)

470 (100%) 34 (100%) 89 (100%)

導入していない

合計

任期制の導入状況等 大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等

導入している
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Q11（２）任期制の具体的な内容 

 

 Q11（1）において「任期制を導入している」と回答した 453 会員に、職名別の任期制

の詳細を伺った。任期制の「適用範囲」は、教授、准教授、講師では「一部」との回答が    

最も多く、助教と助手では「全部」の回答が最も多かった。 

「任期の期間」は、「複数設定」とする回答が多かった。 

「更新分を含めた任期制雇用最長期間」では「5 年以内」の回答が多かった。 

「給与形態」は、「他の教員と同じ給与表等を適用」とする回答が多かった。 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

全部 一部 適用なし

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

全部 一部 適用なし

28.7% 59.0% 

57.3% 

51.6% 

40.7% 

26.0% 31.3% 

26.6% 

31.3% 

50.6% 

42.7% 

39.5% 52.6% 

39.5% 

42.1% 

42.1% 

36.8% 

52.6% 

50.0% 

36.8% 

28.9% 34.2% 

21.1% 

【 短大法人等 】 

【 大学法人 】 

グラフ Q11(2)(A) 任期制の適用範囲（会員数の割合） 

17.1% 

12.3% 

13.0% 

7.9% 

7.9% 

7.9% 

8.7% 
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表 Q11(2)(A) 職名別任期制の適用範囲 

  

全部 119 (28.7%) 15 (39.5%) 134 (29.6%) 124 (25.9%)

一部 245 (59.0%) 20 (52.6%) 265 (58.5%) 304 (63.6%)

適用なし 51 (12.3%) 3 (7.9%) 54 (11.9%) 50 (10.5%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 123 (29.6%) 15 (39.5%) 138 (30.5%) 127 (26.6%)

一部 238 (57.3%) 20 (52.6%) 258 (57.0%) 282 (59.0%)

適用なし 54 (13.0%) 3 (7.9%) 57 (12.6%) 69 (14.4%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 130 (31.3%) 16 (42.1%) 146 (32.2%) 141 (29.5%)

一部 214 (51.6%) 19 (50.0%) 233 (51.4%) 269 (56.3%)

適用なし 71 (17.1%) 3 (7.9%) 74 (16.3%) 68 (14.2%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 210 (50.6%) 16 (42.1%) 226 (49.9%) 207 (43.3%)

一部 169 (40.7%) 14 (36.8%) 183 (40.4%) 204 (42.7%)

適用なし 36 (8.7%) 8 (21.1%) 44 (9.7%) 67 (14.0%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 177 (42.7%) 14 (36.8%) 191 (42.2%) 181 (37.9%)

一部 108 (26.0%) 11 (28.9%) 119 (26.3%) 144 (30.1%)

適用なし 130 (31.3%) 13 (34.2%) 143 (31.6%) 153 (32.0%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

教授

令和4(2022)年度

助教

助手

准教授

講師

大学法人
平成29(2017)年度

合計
区分

短大法人等 合計
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表 Q11(2)(A) 職名別任期制の適用範囲 

  

全部 119 (28.7%) 15 (39.5%) 134 (29.6%) 124 (25.9%)

一部 245 (59.0%) 20 (52.6%) 265 (58.5%) 304 (63.6%)

適用なし 51 (12.3%) 3 (7.9%) 54 (11.9%) 50 (10.5%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 123 (29.6%) 15 (39.5%) 138 (30.5%) 127 (26.6%)

一部 238 (57.3%) 20 (52.6%) 258 (57.0%) 282 (59.0%)

適用なし 54 (13.0%) 3 (7.9%) 57 (12.6%) 69 (14.4%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 130 (31.3%) 16 (42.1%) 146 (32.2%) 141 (29.5%)

一部 214 (51.6%) 19 (50.0%) 233 (51.4%) 269 (56.3%)

適用なし 71 (17.1%) 3 (7.9%) 74 (16.3%) 68 (14.2%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 210 (50.6%) 16 (42.1%) 226 (49.9%) 207 (43.3%)

一部 169 (40.7%) 14 (36.8%) 183 (40.4%) 204 (42.7%)

適用なし 36 (8.7%) 8 (21.1%) 44 (9.7%) 67 (14.0%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

全部 177 (42.7%) 14 (36.8%) 191 (42.2%) 181 (37.9%)

一部 108 (26.0%) 11 (28.9%) 119 (26.3%) 144 (30.1%)

適用なし 130 (31.3%) 13 (34.2%) 143 (31.6%) 153 (32.0%)

合計 415 (100%) 38 (100%) 453 (100%) 478 (100%)

教授

令和4(2022)年度

助教

助手

准教授

講師

大学法人
平成29(2017)年度

合計
区分

短大法人等 合計
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グラフ Q11(2)(B) 任期の期間（会員数の割合） 

 

 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

1年 2年 3年 4年 5年 5年を超える 複数設定

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

1年 2年 3年 4年 5年 5年を超える 複数設定

25.7% 

48.1% 15.7% 

44.3% 

18.0% 

26.0% 34.7% 

16.1% 

14.8% 

40.1% 

21.1% 

25.7% 

25.7% 

28.0% 

25.7% 

23.3% 

24.0% 

22.9% 

28.6% 

30.0% 

22.9% 

33.3% 

15.1% 45.3% 

17.3% 

17.7% 

15.8% 23.5% 

28.6% 

25.7% 

16.3% 

24.0% 

【 大学法人 】 

【 短大法人等 】 

12.9% 

12.9% 

11.6% 
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表 Q11(2)(B) 任期の期間 

 

 

 

  

1年 63 (17.3%) 9 (25.7%) 72 (18.0%) 106 (24.8%)

2年 7 (1.9%) 4 (11.4%) 11 (2.8%) 11 (2.6%)

3年 47 (12.9%) 9 (25.7%) 56 (14.0%) 48 (11.2%)

4年 9 (2.5%) 1 (2.9%) 10 (2.5%) 16 (3.7%)

5年 57 (15.7%) 3 (8.6%) 60 (15.0%) 56 (13.1%)

5年を超える 6 (1.6%) 0 (0%) 6 (1.5%) 5 (1.2%)

複数設定 175 (48.1%) 9 (25.7%) 184 (46.1%) 186 (43.5%)

合計 364 (100%) 35 (100%) 399 (100%) 428 (100%)

1年 58 (16.1%) 9 (25.7%) 67 (16.9%) 94 (23.0%)

2年 7 (1.9%) 4 (11.4%) 11 (2.8%) 11 (2.7%)

3年 59 (16.3%) 10 (28.6%) 69 (17.4%) 56 (13.7%)

4年 11 (3.0%) 1 (2.9%) 12 (3.0%) 18 (4.4%)

5年 64 (17.7%) 3 (8.6%) 67 (16.9%) 59 (14.4%)

5年を超える 2 (0.6%) 0 (0%) 2 (0.5%) 1 (0.2%)

複数設定 160 (44.3%) 8 (22.9%) 168 (42.4%) 170 (41.6%)

合計 361 (100%) 35 (100%) 396 (100%) 409 (100%)

大学法人 短大法人等 合計

准教授

教授

平成29(2017)年度

合計
区分

令和4(2022)年度
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表 Q11(2)(B) 任期の期間 

 

 

 

  

1年 63 (17.3%) 9 (25.7%) 72 (18.0%) 106 (24.8%)

2年 7 (1.9%) 4 (11.4%) 11 (2.8%) 11 (2.6%)

3年 47 (12.9%) 9 (25.7%) 56 (14.0%) 48 (11.2%)

4年 9 (2.5%) 1 (2.9%) 10 (2.5%) 16 (3.7%)

5年 57 (15.7%) 3 (8.6%) 60 (15.0%) 56 (13.1%)

5年を超える 6 (1.6%) 0 (0%) 6 (1.5%) 5 (1.2%)

複数設定 175 (48.1%) 9 (25.7%) 184 (46.1%) 186 (43.5%)

合計 364 (100%) 35 (100%) 399 (100%) 428 (100%)

1年 58 (16.1%) 9 (25.7%) 67 (16.9%) 94 (23.0%)

2年 7 (1.9%) 4 (11.4%) 11 (2.8%) 11 (2.7%)

3年 59 (16.3%) 10 (28.6%) 69 (17.4%) 56 (13.7%)

4年 11 (3.0%) 1 (2.9%) 12 (3.0%) 18 (4.4%)

5年 64 (17.7%) 3 (8.6%) 67 (16.9%) 59 (14.4%)

5年を超える 2 (0.6%) 0 (0%) 2 (0.5%) 1 (0.2%)

複数設定 160 (44.3%) 8 (22.9%) 168 (42.4%) 170 (41.6%)

合計 361 (100%) 35 (100%) 396 (100%) 409 (100%)

大学法人 短大法人等 合計

准教授

教授

平成29(2017)年度

合計
区分

令和4(2022)年度
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前ページからの続き 

 

 

 

 

1年 51 (14.8%) 9 (25.7%) 60 (15.8%) 99 (24.1%)

2年 10 (2.9%) 4 (11.4%) 14 (3.7%) 12 (2.9%)

3年 62 (18.0%) 10 (28.6%) 72 (19.0%) 59 (14.4%)

4年 12 (3.5%) 1 (2.9%) 13 (3.4%) 17 (4.1%)

5年 52 (15.1%) 3 (8.6%) 55 (14.5%) 52 (12.7%)

5年を超える 1 (0.3%) 0 (0%) 1 (0.3%) 1 (0.2%)

複数設定 156 (45.3%) 8 (22.9%) 164 (43.3%) 170 (41.5%)

合計 344 (100%) 35 (100%) 379 (100%) 410 (100%)

1年 49 (12.9%) 7 (23.3%) 56 (13.7%) 75 (18.2%)

2年 12 (3.2%) 2 (6.7%) 14 (3.4%) 18 (4.4%)

3年 89 (23.5%) 10 (33.3%) 99 (24.2%) 91 (22.1%)

4年 12 (3.2%) 1 (3.3%) 13 (3.2%) 16 (3.9%)

5年 60 (15.8%) 1 (3.3%) 61 (14.9%) 58 (14.1%)

5年を超える 5 (1.3%) 0 (0%) 5 (1.2%) 2 (0.5%)

複数設定 152 (40.1%) 9 (30.0%) 161 (39.4%) 151 (36.7%)

合計 379 (100%) 30 (100%) 409 (100%) 411 (100%)

区分
令和4(2022)年度

助教

大学法人 短大法人等 合計

講師

平成29(2017)年度

合計
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前ページからの続き 

 

 

1年 60 (21.1%) 6 (24.0%) 66 (21.3%) 89 (27.4%)

2年 15 (5.3%) 4 (16.0%) 19 (6.1%) 16 (4.9%)

3年 74 (26.0%) 6 (24.0%) 80 (25.8%) 66 (20.3%)

4年 3 (1.1%) 0 (0%) 3 (1.0%) 8 (2.5%)

5年 33 (11.6%) 2 (8.0%) 35 (11.3%) 28 (8.6%)

5年を超える 1 (0.4%) 0 (0%) 1 (0.3%) 1 (0.3%)

複数設定 99 (34.7%) 7 (28.0%) 106 (34.2%) 117 (36.0%)

合計 285 (100%) 25 (100%) 310 (100%) 325 (100%)

助手

区分
令和4(2022)年度 平成29(2017)年度

合計大学法人 短大法人等 合計
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前ページからの続き 

 

 

1年 60 (21.1%) 6 (24.0%) 66 (21.3%) 89 (27.4%)

2年 15 (5.3%) 4 (16.0%) 19 (6.1%) 16 (4.9%)

3年 74 (26.0%) 6 (24.0%) 80 (25.8%) 66 (20.3%)

4年 3 (1.1%) 0 (0%) 3 (1.0%) 8 (2.5%)

5年 33 (11.6%) 2 (8.0%) 35 (11.3%) 28 (8.6%)

5年を超える 1 (0.4%) 0 (0%) 1 (0.3%) 1 (0.3%)

複数設定 99 (34.7%) 7 (28.0%) 106 (34.2%) 117 (36.0%)

合計 285 (100%) 25 (100%) 310 (100%) 325 (100%)

助手

区分
令和4(2022)年度 平成29(2017)年度

合計大学法人 短大法人等 合計
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グラフ Q11(2)(C) 更新分を含めた任期制雇用の最長期間（会員数の割合） 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

5年以内 5年を超えて10年以内 10年を超える

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

5年以内 5年を超えて10年以内 10年を超える

62.9% 

23.9% 

22.2% 46.0% 

46.5% 

53.3% 

17.5% 58.2% 

62.9% 

62.9% 

66.7% 

68.0% 

15.6% 

22.1% 

44.8% 

20.0% 

31.3% 

31.9% 

31.4% 

31.1% 

24.2% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

16.7% 

【 大学法人 】 

【 短大法人等 】 

17.1% 

17.1% 

12.0% 

16.7% 

17.1% 
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表 Q11(2)(C) 更新分を含めた任期制雇用の最長期間 

  

5年以内 163 (44.8%) 22 (62.9%) 185 (46.4%) 174 (43.9%)

5年超
10年以内 114 (31.3%) 7 (20.0%) 121 (30.3%) 111 (28.0%)

10年超 87 (23.9%) 6 (17.1%) 93 (23.3%) 111 (28.0%)

合計 364 (100%) 35 (100%) 399 (100%) 396 (100%)

5年以内 166 (46.0%) 22 (62.9%) 188 (47.5%) 169 (44.8%)

5年超
10年以内 115 (31.9%) 7 (20.0%) 122 (30.8%) 109 (28.9%)

10年超 80 (22.2%) 6 (17.1%) 86 (21.7%) 99 (26.3%)

合計 361 (100%) 35 (100%) 396 (100%) 377 (100%)

5年以内 160 (46.5%) 22 (62.9%) 182 (48.0%) 166 (44.1%)

5年超
10年以内 108 (31.4%) 7 (20.0%) 115 (30.3%) 110 (29.3%)

10年超 76 (22.1%) 6 (17.1%) 82 (21.6%) 100 (26.6%)

合計 344 (100%) 35 (100%) 379 (100%) 376 (100%)

5年以内 202 (53.3%) 20 (66.7%) 222 (54.3%) 164 (45.9%)

5年超
10年以内 118 (31.1%) 5 (16.7%) 123 (30.1%) 109 (30.5%)

10年超 59 (15.6%) 5 (16.7%) 64 (15.6%) 84 (23.5%)

合計 379 (100%) 30 (100%) 409 (100%) 357 (100%)

5年以内 166 (58.2%) 17 (68.0%) 183 (59.0%) 155 (53.1%)

5年超
10年以内 69 (24.2%) 5 (20.0%) 74 (23.9%) 70 (24.0%)

10年超 50 (17.5%) 3 (12.0%) 53 (17.1%) 67 (22.9%)

合計 285 (100%) 25 (100%) 310 (100%) 292 (100%)

助教

助手

教授

准教授

講師

平成29(2017)年度

合計
区分

令和4(2022)年度
大学法人 短大法人等 合計
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表 Q11(2)(C) 更新分を含めた任期制雇用の最長期間 

  

5年以内 163 (44.8%) 22 (62.9%) 185 (46.4%) 174 (43.9%)

5年超
10年以内 114 (31.3%) 7 (20.0%) 121 (30.3%) 111 (28.0%)

10年超 87 (23.9%) 6 (17.1%) 93 (23.3%) 111 (28.0%)

合計 364 (100%) 35 (100%) 399 (100%) 396 (100%)

5年以内 166 (46.0%) 22 (62.9%) 188 (47.5%) 169 (44.8%)

5年超
10年以内 115 (31.9%) 7 (20.0%) 122 (30.8%) 109 (28.9%)

10年超 80 (22.2%) 6 (17.1%) 86 (21.7%) 99 (26.3%)

合計 361 (100%) 35 (100%) 396 (100%) 377 (100%)

5年以内 160 (46.5%) 22 (62.9%) 182 (48.0%) 166 (44.1%)

5年超
10年以内 108 (31.4%) 7 (20.0%) 115 (30.3%) 110 (29.3%)

10年超 76 (22.1%) 6 (17.1%) 82 (21.6%) 100 (26.6%)

合計 344 (100%) 35 (100%) 379 (100%) 376 (100%)

5年以内 202 (53.3%) 20 (66.7%) 222 (54.3%) 164 (45.9%)

5年超
10年以内 118 (31.1%) 5 (16.7%) 123 (30.1%) 109 (30.5%)

10年超 59 (15.6%) 5 (16.7%) 64 (15.6%) 84 (23.5%)

合計 379 (100%) 30 (100%) 409 (100%) 357 (100%)

5年以内 166 (58.2%) 17 (68.0%) 183 (59.0%) 155 (53.1%)

5年超
10年以内 69 (24.2%) 5 (20.0%) 74 (23.9%) 70 (24.0%)

10年超 50 (17.5%) 3 (12.0%) 53 (17.1%) 67 (22.9%)

合計 285 (100%) 25 (100%) 310 (100%) 292 (100%)

助教

助手

教授

准教授

講師

平成29(2017)年度

合計
区分

令和4(2022)年度
大学法人 短大法人等 合計
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グラフ Q11(2)(D) 任期制適用教員の給与形態（会員数の割合） 

 

 
 

 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

他の教職員と同じ 任期制独自に設定した給与表等 年俸制 個人ごとにいずれか

0% 20% 40% 60% 80% 100%

教授

准教授

講師

助教

助手

他の教職員と同じ 任期制独自に設定した給与表等 年俸制 個人ごとにいずれか

51.4% 

25.0% 17.3% 

44.0% 

45.9% 

54.4% 

17.7% 

51.2% 

51.4% 

54.3% 

63.3% 

60.0% 

20.0% 

20.0% 

20.0% 

16.8% 40.9% 

23.5% 

17.7% 23.8% 

15.6% 16.9% 

19.6% 16.5% 

20.0% 

16.7% 

14.7% 

12.5% 

12.6% 

【 大学法人 】 

【 短大法人等 】 

13.2% 

17.1% 

17.1% 

11.4% 

13.3% 

16.0% 

11.4% 

11.4% 

14.3% 
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表 Q11(2)(D) 任期制適用教員の給与形態 

 

他の教員と同じ給与表等を適用 149 (40.9%) 18 (51.4%) 167 (41.9%) 134 (31.3%)

任期制独自の給与表等を適用 63 (17.3%) 7 (20.0%) 70 (17.5%) 96 (22.4%)

年俸制を適用 61 (16.8%) 6 (17.1%) 67 (16.8%) 80 (18.7%)

個人ごとにいずれか 91 (25.0%) 4 (11.4%) 95 (23.8%) 118 (27.6%)

合計 364 (100%) 35 (100%) 399 (100%) 428 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 159 (44.0%) 18 (51.4%) 177 (44.7%) 143 (35.0%)

任期制独自の給与表等を適用 64 (17.7%) 7 (20.0%) 71 (17.9%) 87 (21.3%)

年俸制を適用 53 (14.7%) 6 (17.1%) 59 (14.9%) 75 (18.3%)

個人ごとにいずれか 85 (23.5%) 4 (11.4%) 89 (22.5%) 104 (25.4%)

合計 361 (100%) 35 (100%) 396 (100%) 409 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 158 (45.9%) 19 (54.3%) 177 (46.7%) 149 (36.3%)

任期制独自の給与表等を適用 61 (17.7%) 7 (20.0%) 68 (17.9%) 85 (20.7%)

年俸制を適用 43 (12.5%) 4 (11.4%) 47 (12.4%) 73 (17.8%)

個人ごとにいずれか 82 (23.8%) 5 (14.3%) 87 (23.0%) 103 (25.1%)

合計 344 (100%) 35 (100%) 379 (100%) 410 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 206 (54.4%) 19 (63.3%) 225 (55.0%) 191 (46.5%)

任期制独自の給与表等を適用 59 (15.6%) 5 (16.7%) 64 (15.6%) 75 (18.2%)

年俸制を適用 50 (13.2%) 4 (13.3%) 54 (13.2%) 64 (15.6%)

個人ごとにいずれか 64 (16.9%) 2 (6.7%) 66 (16.1%) 81 (19.7%)

合計 379 (100%) 30 (100%) 409 (100%) 411 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 146 (51.2%) 15 (60.0%) 161 (51.9%) 136 (41.8%)

任期制独自の給与表等を適用 56 (19.6%) 5 (20.0%) 61 (19.7%) 69 (21.2%)

年俸制を適用 36 (12.6%) 4 (16.0%) 40 (12.9%) 51 (15.7%)

個人ごとにいずれか 47 (16.5%) 1 (4.0%) 48 (15.5%) 69 (21.2%)

合計 285 (100%) 25 (100%) 310 (100%) 325 (100%)

教授

准教授

講師

助教

助手

平成29(2017)年度

合計
区分

令和4(2022)年度
大学法人 短大法人等 合計
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表 Q11(2)(D) 任期制適用教員の給与形態 

 

他の教員と同じ給与表等を適用 149 (40.9%) 18 (51.4%) 167 (41.9%) 134 (31.3%)

任期制独自の給与表等を適用 63 (17.3%) 7 (20.0%) 70 (17.5%) 96 (22.4%)

年俸制を適用 61 (16.8%) 6 (17.1%) 67 (16.8%) 80 (18.7%)

個人ごとにいずれか 91 (25.0%) 4 (11.4%) 95 (23.8%) 118 (27.6%)

合計 364 (100%) 35 (100%) 399 (100%) 428 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 159 (44.0%) 18 (51.4%) 177 (44.7%) 143 (35.0%)

任期制独自の給与表等を適用 64 (17.7%) 7 (20.0%) 71 (17.9%) 87 (21.3%)

年俸制を適用 53 (14.7%) 6 (17.1%) 59 (14.9%) 75 (18.3%)

個人ごとにいずれか 85 (23.5%) 4 (11.4%) 89 (22.5%) 104 (25.4%)

合計 361 (100%) 35 (100%) 396 (100%) 409 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 158 (45.9%) 19 (54.3%) 177 (46.7%) 149 (36.3%)

任期制独自の給与表等を適用 61 (17.7%) 7 (20.0%) 68 (17.9%) 85 (20.7%)

年俸制を適用 43 (12.5%) 4 (11.4%) 47 (12.4%) 73 (17.8%)

個人ごとにいずれか 82 (23.8%) 5 (14.3%) 87 (23.0%) 103 (25.1%)

合計 344 (100%) 35 (100%) 379 (100%) 410 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 206 (54.4%) 19 (63.3%) 225 (55.0%) 191 (46.5%)

任期制独自の給与表等を適用 59 (15.6%) 5 (16.7%) 64 (15.6%) 75 (18.2%)

年俸制を適用 50 (13.2%) 4 (13.3%) 54 (13.2%) 64 (15.6%)

個人ごとにいずれか 64 (16.9%) 2 (6.7%) 66 (16.1%) 81 (19.7%)

合計 379 (100%) 30 (100%) 409 (100%) 411 (100%)

他の教員と同じ給与表等を適用 146 (51.2%) 15 (60.0%) 161 (51.9%) 136 (41.8%)

任期制独自の給与表等を適用 56 (19.6%) 5 (20.0%) 61 (19.7%) 69 (21.2%)

年俸制を適用 36 (12.6%) 4 (16.0%) 40 (12.9%) 51 (15.7%)

個人ごとにいずれか 47 (16.5%) 1 (4.0%) 48 (15.5%) 69 (21.2%)

合計 285 (100%) 25 (100%) 310 (100%) 325 (100%)

教授

准教授

講師

助教

助手

平成29(2017)年度

合計
区分

令和4(2022)年度
大学法人 短大法人等 合計
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Q12（１）教員の年俸制の導入状況・（４）年俸制の導入の予定又は検討状況 

 

 年俸制については、平成 30(2018)年度から引き続き教員に限定して調査を行った。 

 教員の年俸制について、「導入している」とした会員は、194 会員（32.7%）で、前年度

より 7 会員減少した。また、平成 30 年度より 3 会員増加しているが、大きな変化は見ら

れなかった。 

 現在は導入していないとした 399 会員のうち、年俸制を「検討中」と回答した会員は  

30 会員（5.1%）で、369 会員（62.2%）は「検討していない」との回答だった。 

 なお、年俸制を「導入予定」とした会員はいなかった。 

 
 

グラフ Q12(1)・(4) 年俸制の導入状況等（会員数の割合） 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

導入している 
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導入していない 

67.3% 
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62.2% 
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表 Q12(1)・(4)-1 年俸制の導入状況等 

 

 

表 Q12(1)・(4)-2 学校法人種別ごとの年俸制の導入状況等 

   
 

194 (32.7%) 191 (32.0%)

399 (67.3%) 406 (68.0%)

導入予定 0 (0%) 2 (0.3%)

検討中 30 (5.1%) 28 (4.7%)

検討していない 369 (62.2%) 376 (63.0%)

593 (100%) 597 (100%)合計

導入している

導入していない

令和4(2022)年度 平成30(2018)年度年俸制の導入状況等
教　員

167 (35.5%) 11 (32.4%) 16 (18.0%)

303 (64.5%) 23 (67.6%) 73 (82.0%)

導入予定 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

検討中 26 (5.5%) 1 (2.9%) 3 (3.4%)

検討していない 277 (58.9%) 22 (64.7%) 70 (78.7%)

470 (100%) 34 (100%) 89 (100%)合計

導入している

導入していない

年俸制の導入状況等 大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等
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表 Q12(1)・(4)-1 年俸制の導入状況等 

 

 

表 Q12(1)・(4)-2 学校法人種別ごとの年俸制の導入状況等 

   
 

194 (32.7%) 191 (32.0%)

399 (67.3%) 406 (68.0%)

導入予定 0 (0%) 2 (0.3%)

検討中 30 (5.1%) 28 (4.7%)

検討していない 369 (62.2%) 376 (63.0%)

593 (100%) 597 (100%)合計

導入している

導入していない

令和4(2022)年度 平成30(2018)年度年俸制の導入状況等
教　員

167 (35.5%) 11 (32.4%) 16 (18.0%)

303 (64.5%) 23 (67.6%) 73 (82.0%)

導入予定 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

検討中 26 (5.5%) 1 (2.9%) 3 (3.4%)

検討していない 277 (58.9%) 22 (64.7%) 70 (78.7%)

470 (100%) 34 (100%) 89 (100%)合計

導入している

導入していない

年俸制の導入状況等 大学法人
（医歯を除く）

大学法人
（医歯） 短大法人等
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Q12（２） 年俸制適用者の有無 

 

 Q12（1）において「年俸制を導入している」と回答した 194 会員について、令和 4 年     

5 月 1 日現在の教員の年俸制適用者の有無を伺ったところ、「適用者がいる」と回答が   

あったのは、教授では 178 会員（91.8%）、准教授では 114 会員（58.8%）、講師では  

95 会員（49.0%）、助教では 77 会員（39.7%）、助手では 42 会員（21.6%）であった。 
 

グラフ Q12(2) 年俸制適用者の有無（会員数の割合） 
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81.3% 

50.0% 

43.8% 

31.3% 

50.0% 

56.3% 

68.8% 

78.7% 

【 短大法人等 】 

【 大学法人 】 

7.3% 

18.8% 

25.0% 
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Q12（３） 年俸制の適用となる要件等 

 

 Q12（1）において「年俸制を導入している」と回答した 194 会員について、年俸制の   

適用となる要件について伺ったところ、「業績が顕著であることなどにより雇用した者」が 

59 会員、「一定年齢以上の者」が 46 会員、「特定の組織・部署等に所属」が 26 会員であった。 

 「その他」の回答も 79 会員からあり、その内容としては、「特任教授などの特定の職種

（41 会員）」や、「教職員個人ごとに決定（19 会員）」との回答が多かった。 
 

グラフ Q12(3) 年俸制の適用となる要件等（回答数、複数回答あり） 

 
 

 

 

「その他」の主な内容内訳（回答数） 

  ・特任教授など、特定の職種（41） 

  ・教職員個人ごとに決定（19） 

  ・任期制教員（13） 

  ・全教職員（6） 
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